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令和８年度第２３回東松島市農業委員会総会議事録 

 

日　時：　令和８年４月２４日　(金)　午後３時００分 

 

場　所：　東松島市役所鳴瀬庁舎　３階　講義研修室 

 

招集者：　東松島市農業委員会　会長　佐　藤　栄　宏 

 

 

議　事：　開　会 

 

　　　　　挨　拶 

 

　　　　　日程第１　議事録署名委員の指名について 

 

　　　　　日程第２　会期の決定について 

 

　　　　　日程第３　報告事項１　賃貸借権等の合意解約による通知について 

　　　　　 

日程第４　議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について 

 

　　　　　日程第５　議案第２号　農地転用事業計画変更承認申請に対する意見について 

 

日程第６　議案第３号　農用地利用集積等促進計画（案）に関する意見について（一括方式） 

 

 

閉　会 
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　出席委員（１２名） 

 

　遅参委員　なし 

 

　欠席委員（４名） 

 

　出席事務局職員 

　　事務局長　　　　　　　　　石　森　久　浩 

事務局長補佐　　　　　　　安　倍　浩　司 

　　  

 席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名

 
１番 ― ２番 ― ３番 大　山　道　保

 
４番 秋　本　まゆみ ５番 ― ６番 小　岩　敏　幸

 
７番 菅　井　賢　治 ８番 安　倍　民　夫 ９番 川　村　勝　雄

 
１０番 ― １１番 齋　藤　宏　樹 １２番 佐　藤　　　祥

 
１３番 安　住　髙　司 １４番 今　野　嘉　彦 １５番 安　部　俊　郎

 
１６番 佐　藤　栄　宏

 席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名

 
１番 熊　谷　　　奨 ２番 門　馬　宏　之 ５番 三　浦　牧　恵

 
１０番 大　崎　　　康
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【　開　会　】 

○事務局長：　ただいまより、第２３回東松島市農業委員会総会を開催いたします。 
　　　　　　　　　初めに、会長よりご挨拶を申し上げます。 
 
○佐藤栄宏会長：　－　会長挨拶　－ 
　　　　　　　　　－　会長の動向報告　－ 
 
○事務局長：　議事の進行につきましては、東松島市農業委員会会議規則第５条第１項の規定に基づき会

長が議長となり進めていただきます。 
　　それでは会長、よろしくお願いいたします。 
 
【　議　事　】 

○議長（佐藤栄宏会長）：　それでは、議事に入ります。 

　　本日は、１番熊谷奨委員、２番門馬宏之委員、５番三浦牧恵委員、１０番大崎康委員から欠席届が出

されております。ただいまの出席委員は１６名中１２名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより第２３回東松島市農業委員会総会を開会いたします。 

　　本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであり、議事日程に従い、議事を進めてまいります。 

 

　　日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員には東松島市農業委員会会議規則第２

８条第３項の規定に基づき、６番小岩敏幸委員、７番菅井賢治委員のお二人を指名したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、お二人を指名いたします。 

　　日程第２、会期の決定について、お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日限りといたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、会期は本日１日限りといたします。 

　　日程第３、報告事項１　賃貸借等の合意解約について、事務局から説明願います。 

 

○事務局長：　合意解約の通知がありましたので、ご報告いたします。 

　　その１、大塩字五台下８３、５２３㎡。解約届出日は令和８年３月２５日、自作のため賃貸借契約の

解約でございます。 

　　その２、赤井字上一番２８　外　計２筆で６１５.８７㎡。解約届出日は令和８年３月２３日、公共買

収のため賃貸借契約の解約でございます。 

　　その３、赤井字上一番１５７　外　計５筆で１，１６１.７０㎡。解約届出日は令和８年３月２３日、

公共買収のため賃貸借契約の解約でございます。 

　　その４、赤井字上一番１２２　外　計２筆で９２０.７７㎡。解約届出日は令和８年３月２３日、公共

買収のため賃貸借契約の解約でございます。 

　　以上となります。 
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○議長（佐藤栄宏会長）：　ただいまの報告について、ご質問ございませんか。  

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　次に、日程第４　議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について、

を上程いたします。始めに新規設定を上程します。その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長：　その１、上下堤字北３７―２、２３８㎡。１０年間の賃借権設定となります。 

　　 

○議長（佐藤栄宏会長）：　担当委員　１３番安住髙司委員より聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○安住髙司委員：　報告いたします。 

　　調査年月日は、令和８年４月２２日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は規模縮小、受け手理由

は相手方要望。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水

稲と大豆の複合経営です。通作距離は、約３ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利用

に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長：　質問なしと認め、採決いたします。その１を許可することに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長：　異議なしと認め、その１を許可することに決定します。 

　　 

○議長（佐藤栄宏会長）：　次に、その２を事務局より説明願います。 

 

○事務局長：　その２、赤井字新南１９、１，００５㎡。所有権移転売買となります。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　担当委員は私ですので、事務局より聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○事務局長：　報告いたします。 

　　調査年月日は、令和８年４月２２日。権利の種類は所有権移転。理由は、出し手が規模縮小。受け手

は規模拡大。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水稲

と露地野菜の複合経営です。通作距離は、約１ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利

用に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

　以上となります。 
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○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その２を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その２を許可することに決定します。 

次に、その３を事務局より説明願います。 

 

○事務局長：　その３、大塩字小分木４２３－１、８７㎡。売買による所有権移転となります。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　担当委員　４番秋本まゆみ委員より聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○秋本まゆみ委員：　報告いたします。 

　　調査年月日は、令和８年４月２２日。権利の種類は所有権移転。理由は、出し手が規模縮小。受け手

は規模拡大。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水稲

と露地野菜の複合経営です。通作距離は、約０．５ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上

の利用に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その３を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その３を許可することに決定します。 

次に、その４を事務局より説明願います。 

 

○事務局長：　その４、小野字新宮前２７－１、外計２筆で１，２６９㎡。１０年間の賃借権設定です。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　担当委員　８番安倍民夫委員より聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○安倍民夫委員：　報告いたします。 
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　　調査年月日は、令和８年４月２２日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由が労力不足、受け手理由

は相手方要望。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水

稲の単一経営です。通作距離は、約１ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利用に影響

はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その４を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その４を許可することに決定します。 

次に、その５を事務局より説明願います。 

 

○事務局長：　その５、西福田字鱗３５　外　計５筆で４，４４９㎡。１０年間の賃借権設定です。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　担当委員　８番安倍民夫委員より聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○安倍民夫委員：　報告いたします。 

　　調査年月日は、令和８年４月２１日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は労力不足。受け手理由

は規模拡大。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水稲

の単一経営です。通作距離は、約３ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利用に影響は

ない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その５を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その５を許可することに決定します。 

　次に、その６を上程いたします。本案件については１５番安部俊郎委員にかかる案件ですので、規定

により退席をお願いいたします。 
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（安部俊郎委員　退場） 

 

その６を事務局より説明願います。 

 

○事務局長：　その６、野蒜字上野蒜２４４－１　外　計２筆で３，６５７㎡。１０年間の賃借権設定で

す。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　担当委員　１３番安住髙司委員より聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○安住髙司委員：　報告いたします。 

　　調査年月日は、令和８年４月２２日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は離農のため。受け手理

由は相手方要望。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、

水稲と大豆、麦の複合経営です。通作距離は、約０．５ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業

上の利用に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はな

し。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その６を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その６を許可することに決定します。 

　　１５番安部俊郎委員は入場願います。 

 

（安部俊郎委員入場） 

 

１５番安倍俊郎委員に申し上げます。本計画その６については原案のとおり承認することに決定しま

したので、ご報告いたします。 

次に、期間満了に伴う賃借件の再設定について上程いたします。事務局より説その７からその２４を

説明願います。 

 

○事務局長：　その７、西福田字大沢２５－１　外　計９筆で９，８５８㎡。１０年間の賃借権設定とな

ります。機構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その８、小松字伊勢浦１７０、６，２０１㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構法設定期間満

了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 
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　　その９、根古字下１６１、１，６００㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構法設定期間満了に

伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

その１０、高松字新猪鼻３３　外　計２筆で２，０４２㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構

法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

その１１、浅井字高田８８　外　計５筆で６，６８６㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構法

設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

その１２、上下堤字袖長沢８９　外　計１０筆で１０，６８６㎡。１０年間の賃借権設定となります。

機構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１３、浅井字下宿２１４　外　計１３筆で１０，１００㎡。１０年間の賃借権設定となります。

機構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１４、浅井字大山田５９　外　計３筆で５，００６㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構

法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１５、浅井字平貝４４－１　外　計１６筆で１９，４９８㎡。１０年間の賃借権設定となります。

機構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１６、川下字原田７４－１　外　計２２筆で２８，８１７㎡。１０年間の賃借権設定となります。

機構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１７、上下堤字南３２１－１　外　計３筆で２，９１６㎡。１０年間の賃借権設定となります。

機構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１８、小松字里前２７４－２、５，６３１㎡。１０年間の賃借権設定となります。基盤強化促進

法利用権設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その１９、浜市字新西浮足１２６－１、３４８㎡。１０年間の賃借権設定となります。基盤強化促進

法利用権設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その２０、浜市字新西浮足１３４－１、３４５㎡。１０年間の賃借権設定となります。基盤強化促進

法利用権設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その２１、牛網字新中浮足８５、８８４㎡。１０年間の賃借権設定となります。基盤強化促進法利用

権設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その２２、小野字中之関１６－１、６，５６６㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構法設定期

間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その２３、矢本字一本杉２４６－２　計３筆　３，４５８㎡。１０年間の賃借権設定となります。機

構法設定期間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

　　その２４、矢本字立沼３７７－１、２，８９６㎡。１０年間の賃借権設定となります。機構法設定期

間満了に伴う農地法第３条許可申請への移行案件となります。 

以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　ただいまの案件については、期間満了に伴う再設定となることから、ただち

に質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その７からその２４を許可することに、ご

異議ございませんか。 
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○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その７からその２４を許可することに決定します。 

　　次に、日程第５　議案第２号　農地転用事業計画変更承認申請に対する意見について、を上程いたし

ます。 

　事務局から説明願います。 

 

○局長補佐：　その１、上下堤字南３４、４０３㎡。変更理由は、岩沢ため池回収工事により、令和８年１

月１５日付、宮城県（東振）指令第５６９号にて一時転用許可を受けていたが、事業の工期延長事業計

画変更承認申請の提出を受けたものです。ため池近辺の地盤が軟弱であったため、工期の延長となった

ものです。工期の延長として当初は、令和８年１月１５日から令和８年３月３１日まで、今回変更で令

和８年１月１５日から令和８年５月３１日まで２ヶ月の延長です。資金計画については当初は５００，

０００円でしたが、今回は６９０，０００円。変更の理由としては土地賃借料・リース料の増額です。リ

ース料の内訳としては現場事務所・仮説トイレの設置のためとなります。１２ページが位置図になりま

す。農用地区域となります。３ヶ月の一時的転用として許可を得ていたのですが、利用目的を達成する

に当たり、更に延長の必要が生じたためです。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　直ちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。  

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その１を許可相当と認めることに、ご異議

ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その１を許可相当と認め、知事に進達することに決定いた

します。 

　　次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐：　その２については、赤井字南一１６０－１　外　計３１筆　２５，２０４㎡。変更理由は、

宅地分譲用地として、令和７年９月２６日付、宮城県（東振）指令第４３４号～第４４２号にて農地転

用許可を受けていたが、工事期間の延伸に伴い、事業計画変更承認申請の提出を受けたものです。変更

の理由としては、資材調達の遅れ、隣接する工事の分界点の協議に時間を要したためです。変更内容は、

工事期間の延長として、当初は令和７年１０月２０日から令和８年８月３１日まで、今回変更で令和７

年１０月２０日から令和９年１月３１日まで。１３ページが位置図になります。農地区分は第２種農地

で、仙石線あゆみ野駅から５００ｍ以内に位置し、周辺の宅地化率が４０％以上で、許可の対象になる

ということで県との調整を図っています。 

　　以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　直ちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。  
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○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その２を許可相当と認めることに、ご異議

ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その２を許可相当と認め、知事に進達することに決定いた

します。 

次に、日程第６　議案第３号　農用地利用集積等促進計画（案）に関する意見について、を上程いた

します。 

始めに、一括方式による権利設定について事務局から説明願います。 

 

○事務局長：　総会提出日は令和８年４月２４日、県公告予定日は令和８年６月２６日、転貸人は全て宮

城県農地中間管理機構　公益社団法人みやぎ農業振興公社となります。期間はその１、その９その１０、

その１２、その１３は県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日から令和１８年６月２６日までの１０

年間。その２からその８およびその１１は令和８年７月１日から令和１８年６月３０日までの１０年間

県広告日以前に設定している期間が満了を迎えているものについては広告日の翌日の令和８年６月２７

日からの権利の発生となります。令和８年７月１日からの設定案件については県公告予定日以降の６月

末で期間が満了となるため、その翌日から設定期間となるものです。 

その１、赤井字北浦４９９－１、５，０５６㎡。借賃は１００，０００円。 

その２、小松字中浮足１７３－１　外計３筆で２，８５５㎡。借賃は３１，４００円。 

その３、赤井字星場１８８－１　外計１３筆で１２，９２４㎡。借賃は１２８，６００円。 

その４、赤井字上三番５０　外計３筆で３，０６３㎡。借賃は３０，０００円。 

その５、小松前田１８８－５　外計２筆１９，６８０㎡。借賃は３５４，２００円。 

その６、赤井字南三３１６　外計２筆２，４２０㎡。借賃は２６，５００円。 

その７、赤井字北浦４７２－４、２，１６１㎡。借賃は２５，９００円。 

その８、赤井字上四番３２３、外計６筆で５，０８６㎡。借賃は５０，０００円。 

その９、西福田字大高森１　外計５筆で５，６１６㎡。借賃は６１，６００円。 

その１０、西福田字長木２０　計３筆２，１４４㎡。借賃は０円。 

その１１、矢本字二反走１１　外計８筆５，８４６㎡。借賃は６９，８００円。 

その１２、赤井字中新丁１２５　外　計３筆で５，６０２㎡。借賃は８４，０００円。 

その１３、赤井字川前四３７６－４　４７６㎡。借賃は７，１００円。 

以上です。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その１からその１３については承認する

ことに、ご異議ございませんか。 
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○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その１からその１３については承認することとし、宮城県

農地中間管理機構に通知することに決定します。 

次に、賃借権の移転についてを上程いたします。はじめにその３からその７を上程いたします。 

本案件については、９番川村勝雄委員にかかる案件ですので、規定により退席をお願いします。 

 

（川村勝雄委員退場）その３からその７を事務局から説明願います。 

 

○事務局長：期間はその３については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日から令和８年１１月３０

日までの５ヶ月その４については、県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日から令和１１年６月３０

日までの３年間。その５については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日からから令和１２年１月

３１日までの３年間。その６については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日からから令和９年６

月３０日までの１年間。その７については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日からから令和９年

１２月３１日までの１年間。 

その３、矢本字新沼２１－１　外計１０筆５，４６６㎡。借賃は１６４㎏。こちらは現況につきまし

てはほ場整備の換地に伴い現況は矢本字新沼２２８－２　田６，５６２㎡の内となっております。 

その４、矢本字南浦１８３－１、３５８㎡。借賃は１９㎏。 

その５、小松中浮足１３１　外計６筆６，００６㎡。借賃は３６０㎏。 

その６、矢本字南浦３６１－２、４，２２４㎡。借賃は２５４㎏。 

その７、矢本字新沼２３２－７　外計４筆１７，９１５㎡。借賃は２１４，９８０円。 

以上です。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その３からその７については承認することに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その３からその７については承認することとし、宮城県農地中間

管理機構に通知することに決定します。 

９番川村勝雄委員は入場願います。 

 

（川村勝雄委員入場） 

　 

９番川村勝雄委員に申し上げます。本計画その３からその７については原案のとおり承認することに決定

いたします。 

次にその１、その２およびその８からその１１を上程いたします。その１、その２およびその８から
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その１１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長：期間はその１については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日から令和１６年２月２８

日までの７年間その２については、県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日から令和１６年４月３０

日までの７年間。その８については県公告予定日の翌日の令和９年６月２７日からから令和９年３月３

１日までの９ヶ月。その９については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日からから令和１４年６

月３０日までの６年間。その１０については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日からから令和１

４年６月３０日までの６年間。その１１については県公告予定日の翌日の令和８年６月２７日からから

令和１２年６月３０日までの４年間。 

その１、小松字中砂利田３２　外計５筆５，７９１㎡。借賃は６３，７０１㎏。 

その２、大曲字七下１５４、８，８６５㎡。借賃は１０６，０００円。 

その８、矢本字立沼６７－１　外計１０筆７，４７０.４８㎡。借賃は８７，５００円。こちらは現況 

につきましてはほ場整備の換地に伴い現況は矢本字立沼３６７－１、田１，４７４㎡、矢本字立沼３６

９、田１１，１８９㎡、の内となっております。 

その９、大曲字倉田１２３－１　外計２筆２，５０９㎡。借賃は１５０㎏。 

その１０、大曲字堰北１６２－１　外計１１筆９，６９７㎡。借賃は５８２㎏。 

その１１、赤井字新南７８－１　外計５筆５，１１５㎡。借賃は４５０㎏。 

以上です。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員：　（「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　質問なしと認め、採決いたします。その１、その２およびからその８からその１１

については承認することに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員：　（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）：　異議なしと認め、その１、その２およびからその８からその１１については承認す

ることとし、宮城県農地中間管理機構に通知することに決定します。 

 

 

　【　閉　会　】 

〇議長（佐藤栄宏会長）：　以上で本日付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

　　これをもちまして、第２３回東松島市農業委員会総会を閉会といたします。 

 

午後３時２５分　閉会 

 




